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し
た
１
９
４
４
年
水
条
約
に
基
づ
く

「
水
の
未
納
分
」
を
め
ぐ
る
追
加
関
税

や
制
裁
の
脅
し
に
対
し
、
次
の
よ
う
に

反
論
、「
メ
キ
シ
コ
は
可
能
な
限
り
米

国
に
水
を
供
給
し
て
い
る
」、
過
去
３

年
間
に
渡
る
深
刻
な
干
ば
つ
に
も
拘
ら

ず
、
水
が
利
用
可
能
な
範
囲
で
米
国
と

の
条
約
義
務
を
履
行
し
て
い
る
。
気
候

変
動
に
よ
る
干
ば
つ
は
、
条
約
上
も
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
逆
に
、
米
国

も
コ
ロ
ラ
ド
川
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
送
水

す
る
相
互
水
供
給
義
務
に
違
反
し
、
メ

キ
シ
コ
へ
の
給
水
量
を
減
少
さ
せ
て
い

る
事
実
を
指
摘
し
、「
一
方
的
な
非
難

は
不
当
」
と
強
く
反
論
し
て
い
る
。
ま

さ
に
水
だ
け
に
「
水
掛
け
論
」
に
突
入

し
て
い
る
。  

　

関
税
問
題
で
世
界
を
翻
弄
さ
せ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
メ
キ
シ
コ
と
の
水

争
い
に
言
及
し
「
メ
キ
シ
コ
は
両
国
間
で
、
水
資
源
を
分
配
す
る
条
約
に
違
反
し
、
テ
キ
サ
ス
州

の
農
家
か
ら
水
を
盗
ん
で
い
る
」
と
し
て
同
国
に
対
し
「
関
税
や
制
裁
を
か
け
る
」
と
警
告
し
た
。

（
２
０
２
５
年
４
月
10
日
）

　

さ
ら
に
米
国
の
ロ
リ
ン
ズ
農
務
長
官
は
「
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
テ
キ
サ
ス
の
農
家
の
た
め
に
立

ち
上
が
っ
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
が
条
約
を
守
り
テ
キ
サ
ス
に
送
る
べ
き
水
を
提
供
す
る
ま
で
、
関

税
、
場
合
に
よ
っ
て
制
裁
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
援
護
射
撃
を
行
っ
た
。

　

逆
に
メ
キ
シ
コ
政
府
（
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
シ
ェ
イ
ン
バ
ウ
ム
大
統
領
）
は
ト
ラ
ン
プ
氏
が
提
起
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し
て
い
る
。

*

１
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
：
ア
メ
リ
カ
で
用
い
ら
れ
る
体
積
の
単
位
で
、
水
資
源
関
連
で
用
い

ら
れ
る
。
１
エ
ー
カ
ー
の
面
積
を
１
フ
ィ
ー
ト
の
深
さ
で
覆
う
体
積
で
、
約
１
２
３
３
立
方
メ

ー
ト
ル
、
米
国
で
は
経
験
的
に
４
人
家
族
が
１
年
間
に
使
う
水
量
と
さ
れ
て
い
る
。

２
．
米
国
と
メ
キ
シ
コ
の
水
問
題
… 

農
業
と
気
候
変
動
と
の
板
挟
み

　

水
問
題
は
国
内
の
水
問
題
で
も
あ
る
。
気
候
変
動
の
影
響
と
み
ら
れ
る
「
干
ば
つ
が
頻

発
」
し
て
い
る
が
、
両
国
と
も
水
資
源
に
頼
る
農
業
経
済
が
活
発
で
あ
る
。

１
）
米
国
内
…　

テ
キ
サ
ス
州

　

テ
キ
サ
ス
州
南
部
の
農
業
地
帯
で
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
や
柑
橘
類
の
栽
培
に
大
量
の
水
が
必

要
で
、
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
川
の
水
は
生
命
線
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
が
干
ば
つ
に
起
因
す
る

水
供
給
を
滞
ら
せ
る
と
テ
キ
サ
ス
の
農
業
が
深
刻
な
被
害
（
農
家
の
収
入
減
、
雇
用
の
減

少
）
を
受
け
る
と
し
、
米
国
農
業
家
団
体
や
テ
キ
サ
ス
州
議
会
が
連
邦
政
府
に
圧
力
を
か

け
「
メ
キ
シ
コ
政
府
に
対
し
条
約
違
反
と
し
て
抗
議
せ
よ
」
と
訴
え
続
け
て
き
た
。

１
．
米
国
と
メ
キ
シ
コ
と
の
水
条
約
（
１
９
４
４
年
締
結
）

　

米
国
と
メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
を
流
れ
る
川
（
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
川
、
コ
ロ
ラ
ド
川
）
の

水
の
分
配
と
す
る
水
相
互
分
配
・
供
給
条
約
に
基
づ
き
、
５
年
毎
に
１
７
５
万
エ
ー
カ
ー
・

フ
ィ
ー
ト*
（
約
21
・
５
億
立
方
メ
ー
ト
ル
）
の
水
を
メ
キ
シ
コ
の
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
川
か
ら

米
国
に
送
る
義
務
が
あ
る
。
現
在
の
５
年
サ
イ
ク
ル
は
本
年
10
月
に
終
了
す
る
が
、
国
際

境
界
・
水
委
員
会
に
よ
る
と
メ
キ
シ
コ
が
米
国
に
送
っ
た
水
量
は
規
定
量
の
３
割
に
満
た

な
い
。
こ
の
数
値
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
激
怒
し
「
メ
キ
シ
コ
は
１
９
４
４
年
の
水
条
約

に
基
づ
き
、
テ
キ
サ
ス
州
に
１
３
０
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
送
る
条
約
に
違
反
し
て
い

る
。
だ
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
関
税
や
制
裁
を
か
け
る
の
だ
」
と
、
追
加
関
税
や
制
裁
の
必
要

性
を
強
調
し
た
。

　

一
方
、
米
国
側
は
コ
ロ
ラ
ド
川
か
ら
年
間
１
５
０
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
の
水
を
メ

キ
シ
コ
側
に
供
給
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
米
国
内
の
干
ば
つ
で
、
そ
の
供
給
量
を
減
少

（
28
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
）
さ
せ
て
い
る
。
水
条
約
の
条
文
に
は
「
干
ば
つ
な
ど
の
不

可
抗
力
の
際
は
、
そ
の
未
供
給
分
を
、
次
の
５
年
サ
イ
ク
ル
に
繰
り
越
せ
る
柔
軟
性
規
定
」

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
側
は
「
条
約
上
合
法
的
に
認
め
ら
れ
た
手
続
き
を
踏

ん
で
お
り
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
関
税
に
よ
る
制
裁
は
条
約
解
釈
の
逸
脱
」
と
強
く
反
論
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２
）
メ
キ
シ
コ
… 

同
国
最
大
面
積
の
チ
ワ
ワ
州

　

北
部
チ
ワ
ワ
州
は
農
業
が
盛
ん
で
、
灌
漑
用
水
が
不
足
す
れ
ば
農
作
物
が
育
た
ず
、
生

活
が
脅
か
さ
れ
る
と
主
張
、
政
府
が
米
国
と
の
条
約
を
守
る
た
め
に
貯
水
池
の
水
を
米
国

側
に
放
流
す
る
こ
と
に
対
し
、
地
元
の
農
民
が
抗
議
行
動
デ
モ
を
起
こ
し
て
い
る
。
２
０

２
０
年
に
は
チ
ワ
ワ
州
の
農
民
が
ラ
・
ボ
キ
ー
ジ
ャ
ダ
ム
を
占
拠
し
、
水
の
放
流
を
阻
止

す
る
事
件
も
発
生
し
て
い
る
。

３
．
対
話
に
よ
る
水
紛
争
解
決
の
意
欲　
　
　

　

メ
キ
シ
コ
の
シ
ェ
イ
ン
バ
ウ
ム
大
統
領
は
、
環
境
大
臣
・
農
業
大
臣
・
外
相
に
対
し
、

即
時
に
米
国
側
と
連
絡
を
取
る
よ
う
に
指
示
し
、「
他
の
経
済
問
題
と
同
様
に
、
対
話
で
合

意
に
達
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
」
と
強
調
。
制
裁
で
は
な
く
交
渉
に
よ
る
解
決
を
重

視
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
す
で
に
メ
キ
シ
コ
政
府
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
へ
の
一
次
回
答
と
し

て
当
初
の
供
給
分
に
12
・
２
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
の
追
加
供
給
を
約
束
し
、
さ
ら
に

８
・
１
万
エ
ー
カ
ー
・
フ
ィ
ー
ト
の
追
加
届
け
出
に
つ
い
て
も
米
国
側
と
協
議
中
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

メ
キ
シ
コ
側
の
切
り
札
は
「
干
ば
つ
と
い
う
不
可
抗
力
の
現
実
」、「
相
互
供
給
義
務
の

存
在
」、「
条
約
上
の
柔
軟
性
規
定
」
を
根
拠
に
、
メ
キ
シ
コ
が
一
方
的
に
条
約
違
反
と
の

ト
ラ
ン
プ
氏
の
非
難
を
退
け
、
対
話
と
協
調
に
よ
る
解
決
を
訴
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

米
国
側
か
ら
の
反
論
は
、
ま
だ
発
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
い
ご
に

　

こ
の
水
紛
争
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
個
人
的
な
関
税
問
題
よ
り
も
、
米
国
と
メ
キ
シ
コ

の
経
済
問
題
の
紛
争
が
根
底
に
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

世
界
各
国
で
気
候
変
動
に
よ
る
水
の
偏
在
（
干
ば
つ
や
洪
水
、
水
災
害
な
ど
）
に
よ
る

国
際
河
川
の
水
資
源
獲
得
問
題
な
ど
が
頻
発
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
ダ
ス
川
で
は
イ

ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
争
い
、
ナ
イ
ル
川
で
は
エ
ジ
プ
ト
・
ス
ー
ダ
ン
・
エ
チ
オ
ピ
ア
、

ヨ
ル
ダ
ン
川
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
、
ド
ナ
ウ
川
で
は
ス
ロ
バ
キ
ア
・
ハ
ン
ガ

リ
ー
な
ど
国
際
河
川
の
流
域
国
は
、
国
家
の
安
全
保
障
や
経
済
発
展
に
直
結
す
る
水
資
源

の
確
保
に
国
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
米
国
と
メ
キ
シ
コ
と
の
水
紛
争
は

国
際
的
な
水
利
用
条
約
の
運
用
や
、
そ
の
効
力
な
ど
、
複
雑
に
絡
ん
だ
現
代
的
な
水
紛
争

の
一
例
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
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